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第３次加東市配偶者等暴力（ＤＶ）対策基本計画の拡充する取組み 

 

Ⅰ－１（１） 

・ 言葉の壁により公的機関や民間相談機関へ相談できない人が推定されるため、外国人にも相談

窓口がわかり支援につながるよう、外国人向けリーフレットを作成します。 

・ 市民意識調査から、ＤＶという言葉が浸透していることは分析できるが、具体的内容や相談窓口

の周知の必要性が高く、広報紙や市ホームページのほか、新たにケーブルテレビやＳＮＳを活用

した啓発を検討します。 

 

Ⅰ－２（２） 

・ 相談員等がバーンアウト状態や二次受傷により心身の健康を損なうことなく、継続的かつ安定的

に支援ができるよう、研修等により心理的ケアを実施するとともに必要に応じスーパーバイザー

（高度な知識や経験に基づき、より専門的で適切な指導・支援を行う人）から専門支援を受けら

れる体制を整備します。 

 

Ⅲ－２（３） 

・ DV と児童虐待は密接に関係しており、包括的にアセスメントし支援していく必要があります。 

DV 被害者の精神的・身体的不安に配慮し、ワンストップ相談（児童相談担当職員等の派遣）や

庁内関係課から相談窓口への円滑な引き継ぎを行います。 

・ 子ども同伴の被害者の安全確保や自立に向け支援していくことが重要であるため、子ども家庭

総合支援拠点（家庭児童相談室）において関係機関と連携し、一人ひとりに応じた支援を行いま

す。 

 

Ⅳ－２（３） 

・ 公的機関等に相談できずにいる、特に若年層の被害者が悩みを相談できるよう、国が実施する２

４時間電話相談対応、SNS 及びメール相談等が可能な「DV 相談プラス」を周知し環境を整備し

ます。 

 

Ⅳ－３（３） 

・ 障害者、高齢者及び性的マイノリティなど、様々な状況に置かれている被害者が相談しやすい

環境整備が必要なため、他市町の対応状況を調査し適切な支援方法を検討します。 
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 第３次加東市配偶者等暴力（ＤＶ）対策基本計画策定の経過 

令
和
３
年
度 

８月４日 【第１回】 第２次計画の評価・分析、第３次計画に係る意識調査 

９月１日 

～９月１６日 

ＤＶに関する市民意識調査の実施 

・市民（4,000 人）対象  回収数 1,557 票（回収率 38.9％） 

・高校生（700 人）対象  回収数 559 票（回収率 79.9％） 

１２月１日 【第２回】 第３次計画に係る市民意識調査の結果 

２月１日 【第３回】 第３次計画骨子（案）（書面決議） 

令
和
４
年
度 

７月２７日 
【第１回】 第３次計画の内容及び市民意識調査結果の分析等 

（第１章～第３章） 

９月２７日 
【第２回】 第３次計画の基本目標に対する具体的施策における 

取組み（第４章） 

１１月１日 【第３回】 第３次計画の指標・目標値及び評価（第５章） 

１２月６日 

～１月４日 
パブリックコメント実施 

２月１日 【第４回】 パブリックコメントにおける意見を反映した最終確認 

 


